
LINE で申請する場合の注意点 

１． 通販サイトで購入した場合の領収等の画面データ送付について 

Amazon などの通販サイトで購入した場合は、必ず領収書の画像データを送付して

ください。なお、領収書の発行方法は各通販サイトにお問い合わせください。 

※請求書、納品書、適格請求書、見積書などは受付できません。 

 

２． 領収書等の写真を送る場合 

レシートや領収書を送る際は以下の例を参考に写真を送るようにしてください。 

 

レシートの例 

 

領収証の例 

 

  

購入商品の内訳が分かるもの 

※この場合は、2 点が対象とな

り、助成金額は 4,290 円になり

ます。 

氏名・住所・領収年月日・領収

金額・購入店・購入品名の内訳

が明記されていること 



３．よくある悪い例 

次のような写真を提出された場合、再提出をお願いすることがございます。 

 

① レシートが不鮮明なもの 

提出された写真は職員が一人ひとり確認しております。光の加減やカメラの焦点が合って

ないなどにより不鮮明な写真は、購入商品の内訳が分かりかねます。 

 

図 1 不鮮明なレシート例 

 

②氏名、住所、購入商品の内訳が不明な領収書 

下図のように、氏名が無記名の場合、ご本人が購入したかどうかが判断しかねます。また、

住所が無記名の場合も、同様に渋谷区民が購入したものであるか確認できない領収書にな

ります。購入商品の内訳が不明の領収書についても、助成金の対象品を購入しているかが分

かりかねるため、購入商品の内訳が分かる領収書等を求めることがあります。 

 

図 2 情報が少ない領収書 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 氏名、住所、購入商品内訳が分からない領収書例 

氏名・住所が無記名↓ 

↓購入商品の内訳が不明 


